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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成25年6月27日(2013.6.27)

【公表番号】特表2009-522196(P2009-522196A)
【公表日】平成21年6月11日(2009.6.11)
【年通号数】公開・登録公報2009-023
【出願番号】特願2008-548597(P2008-548597)
【国際特許分類】
   Ｃ０３Ｃ  14/00     (2006.01)
   Ｂ２３Ｂ  27/14     (2006.01)
   Ｂ２４Ｄ   3/14     (2006.01)
   Ｂ２４Ｄ   3/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０３Ｃ  14/00    　　　　
   Ｂ２３Ｂ  27/14    　　　Ｂ
   Ｂ２４Ｄ   3/14    　　　　
   Ｂ２４Ｄ   3/00    ３２０Ａ
   Ｂ２４Ｄ   3/00    ３４０　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成25年5月7日(2013.5.7)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　研磨物品、切削工具及び切削工具インサートからなる群より選ばれる複合物品であって
、
　前記複合物品は、第２の組成のガラスを含んだセラミックマトリックス中に分散した第
１の組成のガラスセラミックを含み、前記第１の組成と第２の組成は各々、金属酸化物の
混合物を含み、前記第１の組成における、特定の金属酸化物の重量による量は、前記第２
の組成におけるその金属酸化物の重量パーセントの少なくとも９０パーセントであり、前
記第１の組成と第２の組成の間で異なる金属酸化物の総量は、全ての第１の組成と第２の
組成の金属酸化物の総重量の１０％を超えることがなく、前記第１の組成と第２の組成は
各々、前記第１組成と第２の組成の全重量を基準としてそれぞれ、少なくとも３５重量パ
ーセントのＡｌ２Ｏ３を含み、前記第１の組成の前記ガラスセラミックは、理論密度の少
なくとも９０パーセントの密度を有する、複合物品。
【請求項２】
　前記第１の組成の前記ガラスセラミックは、２００ナノメートル以下の平均径を有する
クリスタリットを含む、請求項１に記載の複合物品。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００５】
　一態様において、本発明は、第２の組成のガラスを含んだセラミックマトリックス中に
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分散した第１の組成のガラスセラミックを含んだ複合物品（例えば、研磨物品（例えば、
研磨ホイール及びホーニング砥石）、切削工具、及び切削工具インサート）であって、第
１の組成と第２の組成は各々、金属酸化物の混合物を含み、第１の組成における、特定の
金属酸化物の重量による量は、第２の組成におけるその金属酸化物の重量パーセントの少
なくとも９０パーセント（いくつかの実施形態においては、少なくとも９５パーセント、
９７パーセント、９８パーセント、又は少なくとも９９パーセント）であり、第１の組成
と第２の組成の間で異なる金属酸化物の総量は、全ての第１の組成と第２の組成の金属酸
化物の総重量の１０％を超えることがなく（いくつかの実施形態においては、１０％、５
％、３％、２％を超えることがなく、又は１％を超えることがなく）、第１の組成と第２
の組成は各々、第１組成と第２の組成の全重量を基準としてそれぞれ、少なくとも３５重
量パーセント（いくつかの実施形態においては、４０重量パーセント、４５重量パーセン
ト、５０重量パーセント、５５重量パーセント、６０重量パーセント、６５重量パーセン
ト、又は少なくとも７０重量パーセント）のＡｌ２Ｏ３を含み、第１の組成のガラスセラ
ミックは、理論密度の少なくとも９０パーセント（いくつかの実施形態においては、少な
くとも９３パーセント、９５パーセント、９６パーセント、９７パーセント、９８パーセ
ント、又は少なくとも９９パーセント）の密度を有する、複合物品を提供する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００６】
　別の態様において、本発明は、第２の組成のガラスセラミックを含んだセラミックマト
リックス中に分散した第１の組成のガラスセラミックを含んだ複合物品（例えば、研磨物
品（例えば、研磨ホイール及びホーニング砥石）、切削工具、及び切削工具インサート）
であって、第１の組成と第２の組成は各々、金属酸化物の混合物を含み、第１の組成にお
ける、特定の金属酸化物の重量による量は、第２の組成におけるその金属酸化物の重量パ
ーセントの少なくとも９０パーセント（いくつかの実施形態においては、少なくとも９５
パーセント、９７パーセント、９８パーセント、又は少なくとも９９パーセント）であり
、第１の組成と第２の組成の間で異なる金属酸化物の総量は、全ての第１の組成と第２の
組成の金属酸化物の総重量の１０％を超えることがなく（いくつかの実施形態においては
、１０％、５％、３％、２％を超えることがなく、又は１％を超えることがなく）、第１
の組成と第２の組成は各々、第１組成と第２の組成の全重量を基準としてそれぞれ、少な
くとも３５重量パーセント（いくつかの実施形態においては、４０重量パーセント、４５
重量パーセント、５０重量パーセント、５５重量パーセント、６０重量パーセント、６５
重量パーセント、又は少なくとも７０重量パーセント）のＡｌ２Ｏ３を含み、第１の組成
のガラスセラミック及び／又は第２の組成は、理論密度の少なくとも９０パーセント（い
くつかの実施形態においては、少なくとも９３パーセント、９５パーセント、９６パーセ
ント、９７パーセント、９８パーセント、又は少なくとも９９パーセント）の密度を有す
る、複合物品を提供する。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００７】
　いくつかの実施形態において、第１の組成と第２の組成は各々、それぞれの組成の全重
量を基準として、総じて１０重量パーセント以下（いくつかの実施形態においては、９重
量パーセント、８重量パーセント、７重量パーセント、６重量パーセント、５重量パーセ
ント、４重量パーセント、３重量パーセント、２重量パーセント、１重量パーセント、又



(3) JP 2009-522196 A5 2013.6.27

は０重量パーセント以下）のＡｓ２Ｏ３、Ｂｉ２Ｏ３、Ｂ２Ｏ３、ＧｅＯ２、Ｐ２Ｏ５、
ＳｉＯ２、ＴｅＯ２、Ｖ２Ｏ５、アルカリ酸化物、及びアルカリ土類酸化物を含有してい
る。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００８】
　いくつかの実施形態において、本発明による複合物品は、複合物品の全容量を基準とし
て、３０から９０の範囲内（いくつかの実施形態においては、５０から８０、６０から８
０、又は６５から７５の範囲内）の容量分率のセラミックマトリックスと、１０から７０
の範囲内（いくつかの実施形態においては、２０から５０、２０から４０、又は２５から
３５の範囲内）の容量分率の第１の組成のガラスセラミックとを含んでいる。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１０】
　別の態様において、本発明は、本発明による複合物品を製作するための方法であって、
　第１の組成を有するガラスセラミック粒子と、第２の組成を有するガラスを含むセラミ
ック粒子との混合物を用意するステップであって、第１の組成と第２の組成は各々、金属
酸化物の混合物を含み、第１の組成における、特定の金属酸化物の重量による量は、第２
の組成におけるその金属酸化物の重量パーセントの少なくとも９０パーセント（いくつか
の実施形態においては、少なくとも９５パーセント、９７パーセント、９８パーセント、
又は少なくとも９９パーセント）であり、第１の組成と第２の組成の間で異なる金属酸化
物の総量は、全ての第１の組成と第２の組成の金属酸化物の総重量の１０％を超えること
がなく（いくつかの実施形態においては、１０％、５％、３％、２％を超えることがなく
、又は１％を超えることがなく）、第１の組成と第２の組成は各々、第１組成と第２の組
成の全重量を基準としてそれぞれ、少なくとも３５重量パーセント（いくつかの実施形態
においては、４０重量パーセント、４５重量パーセント、５０重量パーセント、５５重量
パーセント、６０重量パーセント、６５重量パーセント、又は少なくとも７０重量パーセ
ント）のＡｌ２Ｏ３を含む、ステップと、
　セラミック粒子のガラスが凝結して複合物品が得られるように、混合物を加熱するステ
ップと、を含む方法を提供する。所望により、その方法は、ガラスの少なくとも一部分を
結晶性セラミックスに変換しガラスセラミックスが得られる（即ちガラスの少なくとも一
部分が結晶化する）ように、複合物品内に存在するガラスを熱処理するステップを更に含
んでいる。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１４】
　いくつかの実施形態において、第１の組成と第２の組成は各々、第１の組成と第２の組
成の全重量を基準としてそれぞれ、少なくとも３５重量パーセント（いくつかの実施形態
においては、少なくとも４０重量パーセント、４５重量パーセント、５０重量パーセント
、５５重量パーセント、６０重量パーセント、６５重量パーセント、７０重量パーセント
、又は少なくとも７５重量パーセント）のＡｌ２Ｏ３を個別に含んでおり、ここで、第１
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の組成と第２の組成は各々、第１の組成と第２の組成の全重量を基準としてそれぞれ、総
じて１０重量パーセント以下（いくつかの実施形態においては、５重量パーセント、４重
量パーセント、３重量パーセント、２重量パーセント、１重量パーセント、０．５重量パ
ーセント、０．１重量パーセント、又はゼロ重量パーセント以下）のＡｓ２Ｏ３、Ｂｉ２

Ｏ３、Ｂ２Ｏ３、ＧｅＯ２、Ｐ２Ｏ５、ＳｉＯ２、ＴｅＯ２、Ｖ２Ｏ５、アルカリ酸化物
、及びアルカリ土類酸化物を個別に含んでいる。いくつかの実施形態において、第１の組
成と第２の組成はそれぞれ、Ａｌ２Ｏ３以外の少なくとも１つの金属酸化物（例えば、Ｂ
ａＯ、ＣａＯ、ＣｅＯ２、ＣｕＯ、Ｄｙ２Ｏ３、Ｅｒ２Ｏ３、Ｅｕ２Ｏ３、Ｇｄ２Ｏ３、
Ｈｏ２Ｏ３、Ｌａ２Ｏ３、Ｌｕ２Ｏ３、ＭｇＯ、Ｎｄ２Ｏ３、Ｐｒ６Ｏ１１、Ｓｍ２Ｏ３

、Ｓｃ２Ｏ３、ＳｒＯ、Ｔｂ２Ｏ３、Ｔｈ４Ｏ７、ＴｉＯ２、Ｔｍ２Ｏ３、Ｙｂ２Ｏ３、
Ｙ２Ｏ３、ＺｒＯ２、及びそれらの組み合わせ）を更に含んでいる。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１５】
　いくつかの実施形態において、第１の組成と第２の組成は各々、Ａｌ２Ｏ３と、ＲＥＯ
又はＹ２Ｏ３の少なくとも一方と、ＺｒＯ２又はＨｆＯ２の少なくとも一方とを個別に含
んでおり、ここで、第１の組成と第２の組成の全重量を基準としてそれぞれ、第１の組成
と第２の組成の各々の少なくとも８０重量パーセント（いくつかの実施形態においては、
少なくとも８５重量パーセント、９０重量パーセント、９５重量パーセント、９７重量パ
ーセント、９８重量パーセント、９９重量パーセント、又は１００重量パーセント）は、
総じて、Ａｌ２Ｏ３と、ＲＥＯ又はＹ２Ｏ３の少なくとも一方と、ＺｒＯ２又はＨｆＯ２

の少なくとも一方とを個別に含んでいる。いくつかの実施形態において、第１の組成と第
２の組成は各々、第１の組成と第２の組成の全重量を基準としてそれぞれ、少なくとも３
５重量パーセント、４０重量パーセント、４５重量パーセント、５０重量パーセント、５
５重量パーセント、６５重量パーセント、７０重量パーセント、又は少なくとも７５重量
パーセントのＡｌ２Ｏ３を含んでいる。いくつかの実施形態において、第１の組成と第２
の組成は各々、Ａｌ２Ｏ３、ＲＥＯ、Ｙ２Ｏ３、ＨｆＯ２、及びＺｒＯ２以外の少なくと
も１つの金属酸化物（例えば、ＢａＯ、ＣａＯ、ＭｇＯ、ＳｒＯ、ＴｉＯ２、及びそれら
の組み合わせから成る群から選択された金属酸化物）を個別に更に含んでいる。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１６】
　典型的には、第１の組成は、第１の組成の全容量を基準として、少なくとも５０容量パ
ーセント（いくつかの実施形態においては、５５容量パーセント、６０容量パーセント、
６５容量パーセント、７０容量パーセント、７５容量パーセント、８０容量パーセント、
８５容量パーセント、９０容量パーセント、又は９９容量パーセント）の結晶性セラミッ
クから成る。いくつかの実施形態において、第２の組成は、第２の組成の全容量を基準と
して、少なくとも１容量パーセント、２容量パーセント、３容量パーセント、５容量パー
セント、１０容量パーセント、１５容量パーセント、２０容量パーセント、２５容量パー
セント、３０容量パーセント、３５容量パーセント、４０容量パーセント、４５容量パー
セント、５０容量パーセント、５５容量パーセント、６０容量パーセント、６５容量パー
セント、７０容量パーセント、７５容量パーセント、８０容量パーセント、８５容量パー
セント、９０容量パーセント、９５容量パーセント、９７容量パーセント、９８容量パー
セント、９９容量パーセント、又は１００容量パーセントの結晶性セラミックを含んでい
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る。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
　本発明は、第２の組成のガラスを含んだセラミックマトリックス中に分散した第１の組
成のガラスセラミックを含んだ複合物品（例えば、研磨物品（例えばホイール及びホーニ
ング砥石）、切削工具、及び切削工具インサート）、並びにその複合物品を製作するため
の方法に関する。第１及び第２の組成のためのガラス及びガラスセラミックは、規定通り
に、必要な原材料及び加工技術を選択することによって調製される。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１８】
　典型的には、第１及び第２の組成は、Ａｌ２Ｏ３と、少なくとも１つのＢａＯ、ＣａＯ
、Ｃｒ２Ｏ３、ＣｏＯ、ＣｕＯ、Ｆｅ２Ｏ３、ＧｅＯ２、ＨｆＯ２、Ｌｉ２Ｏ、ＭｇＯ、
ＭｎＯ、ＮｉＯ、Ｎａ２Ｏ、ＲＥＯ、Ｓｃ２Ｏ３、ＳｒＯ、ＴｉＯ２、Ｙ２Ｏ３、ＺｎＯ
、又はＺｒＯ２とを含んでいる。第１及び第２の組成は典型的には各々、Ａｌ２Ｏ３を含
んでいる。
　商業的な原料を含めた、金属酸化物の原料には、酸化物自体、金属粉末、複合酸化物、
鉱石、炭酸塩、酢酸塩、硝酸塩、塩化物、水酸化物などが挙げられる。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２８】
　第１及び第２の組成のガラスは、例えば、適当な金属酸化物原料を加熱して（火炎又は
プラズマに入れて）、溶融物、望ましくは均質な溶融物を形成し、次いでその溶融物を急
速に冷却してガラスを形成することによって製作することができる。ガラスのいくつかの
実施形態は、例えば、金属酸化物原料を任意の好適な炉内で（例えば、誘導加熱若しくは
電気加熱した炉、ガス焚き炉、又は電気アーク炉内で）溶融させることによって製作する
ことができる。
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３４】
　一方法において、第１及び第２の組成のガラスは、例えば米国特許第６，２５４，９８
１号（キャッスル（Castle））において報告されている火炎溶射を利用して作ることがで
きる。この方法において、金属酸化物原料（１つ又は複数）は、直接バーナー（例えば、
メタン－空気バーナー、アセチレン－酸素バーナー、水素－酸素バーナー、その他同種の
もの）内へと（例えば、ときに「供給粒子」と呼ばれる粒子の形で）供給され、次いで、
例えば水、冷却油、空気、又はその他同種のものの中で急冷される。供給粒子は、例えば
、金属酸化物原料を細砕、凝集（例えば、スプレー乾燥）、溶融、又は焼結することによ
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って形成することができる。一般に、火炎内へと供給される供給粒子の寸法によって、結
果として生じる、ガラスを含んだ粒子の寸法が決まる。
【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６４】
　望ましい粒径分布を裏付けるように、セラミック粒子を等級分けするか又は選別すると
望ましい場合もある。例えば、研磨粒子は通常、使用前の所与の粒径分布に等級分けされ
ている。そのような分布は典型的には、粗粒子から微粒子までのある範囲の粒径を有して
いる。研磨の技術分野において、この範囲は、ときには「粗い」画分、「統制された」画
分、及び「細かい」画分と呼ばれる。従って、第１の組成のガラスセラミック粒子を、研
磨業界公認の粒度基準に従って等級分けすると望ましい場合もある。研磨業界公認の粒度
基準に従って粒度分けされた研磨粒子は、各公称粒度に対する粒径分布を数量的限界内で
指定している。そのような業界公認の粒度分け基準（即ち、規定された公称等級）には、
米国規格協会（ＡＮＳＩ）の規格、ＦＥＰＡ（Federation of European Producers of Ab
rasive Products）の規格、及び日本工業規格（ＪＩＳ）の規格として知られるものが挙
げられる。
【誤訳訂正１５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７５】
　本発明による複合物品は、第１の組成分を有するガラスセラミック粒子と、第２の組成
分を有する、ガラスを含んだセラミック粒子との混合物を用意することによって作ること
ができるが、その第１及び第２の組成は本質的には同じものである。例えば、望ましい粒
径分布にある第１の組成のガラスセラミック粒子を、望ましい粒径分布にある第２の組成
のガラスを含んだセラミック粒子と混合させることができる。その混合物は、例えば、一
般には望ましい複合物品の形状を有する金型内に置くことができ、又、圧密化したセラミ
ック粒子のガラスを、例えば説明したように置いて複合物品を得ることができる。所望に
より、複合物品内に存在するガラスを熱処理して、例えば本明細書で説明したようにガラ
スの少なくとも一部分を結晶性セラミックスに変換しガラスセラミックスを得ることがで
きる（即ちガラスの少なくとも一部分が結晶化する）。
【誤訳訂正１６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００９８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００９８】
　例示的な研磨ホイールを図７に示す。研磨ホイール７０は、（第２の組成の）マトリッ
クス７４内に分散した（第１の組成の）ガラスセラミック研磨粒子７２と孔７３とを有し
ている。
【誤訳訂正１７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００９９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００９９】
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　例示的なホーニング砥石を図８に示す。ホーニング砥石８０は、（第２の組成の）マト
リックス８４内に分散した（第１の組成の）ガラスセラミック研磨粒子８２を有している
。
【誤訳訂正１８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１００
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１００】
　例示的な切削工具を図９に示す。切削工具９０は、（第２の組成の）マトリックス９４
内に分散した（第１の組成の）ガラスセラミック研磨粒子９２を有する、切削工具インサ
ート９１を含んでいる。
【誤訳訂正１９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０３】
【表１】

【誤訳訂正２０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１１９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１１９】
　（実施例１）
　実施例１の複合物品は、１５グラムの組成１（ＡＬＺ）の結晶性ビーズ（研磨粒子）（
「ガラスビーズの調製」及び「ガラスビーズの結晶化」と題した上記の節で説明したよう
に調製した）と、１５グラムの組成１（ＡＬＺ）のガラスビーズ（「ガラスビーズの調製
」と題した上記の節で説明したように調製した）との混合物から調製した。結晶性ビーズ
をふるい分けして、－１００＋１５０メッシュサイズの画分（即ち、１００マイクロメー
トルの開口径のふるいと１５０マイクロメートルの開口径のふるいとの間で収集される画
分）を得た。ガラスビーズをふるい分けして、－５０＋７０メッシュサイズの画分（即ち
、３００マイクロメートルの開口径のふるいと２１２マイクロメートルの開口径のふるい
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との間で収集される画分）を得た。結晶性ビーズの平均径とガラスビーズの平均径との比
は、０．４９：１であった。
【誤訳訂正２１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１２３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１２３】
　（実施例２）
　（ａ）複合混合物が、１８グラムの組成１（ＡＬＺ）の結晶性ビーズと、１２グラムの
組成１（ＡＬＺ）のガラスビーズとを含有していたこと、（ｂ）ガラスビーズを１０ミク
ロンサイズの平均粒径にジェットミリングしたことを除き、実施例１で説明した通りに、
実施例２を調製した。結晶性ビーズの平均径とガラスビーズの平均径との比は、１２．５
：１であった。
【誤訳訂正２２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１２５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１２５】
　（実施例３）
　（ａ）組成１（ＡＬＺ）の砥粒をふるい分けして－３５＋４５メッシュの画分を残留さ
せたこと、及び（ｂ）組成１（ＡＬＺ）のガラスビーズを１０ミクロンサイズの平均粒径
にジェットミリングしたことを除き、実施例１で説明した通りに、実施例３を調製した。
結晶性ビーズの平均径とガラスビーズの平均径との比は、４３：１であった。
【誤訳訂正２３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１２７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１２７】
　比較例Ａ
　１５グラムの組成１（ＡＬＺ）の結晶性ビーズ（「ガラスビーズの調製」及び「ガラス
ビーズの結晶化」と題した上記の節で説明したとおりに調製した）と、商業的に入手可能
な１５グラムのガラスフリット（オハイオ州クリーブランド（Cleveland）のフェロ社（F
erro Corporation）から入手したＦｅｒｒｏ Ｆｒｉｔ ＃３２２７）との混合物を使用し
て、比較例Ａを調製した。組成１（ＡＬＺ）の結晶性ビーズをふるい分けして、－３５＋
４５のメッシュサイズの画分（即ち、５００マイクロメートルの開口径のふるいと３５５
マイクロメートルの開口径のふるいとの間で収集される画分）を得た。結晶性ビーズの平
均径とガラスフリットの平均径との比は、５．７：１であった。
【誤訳訂正２４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１３１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１３１】
　比較例Ｂ
　ガラスフリットをフェロ社（Ferro Corporation）から商標表記「ＦＥＲＲＯ ＦＲＩＴ
 ３２２７」として入手したこと、（ｂ）組成１の結晶性ビーズをふるい分けして－７０
＋１００のメッシュサイズの画分（即ち、２１２マイクロメートルの開口径のふるいと１
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５０マイクロメートルの開口径のふるいとの間で収集される画分）を残留させたことを除
き、比較例Ａに関して説明した通りに比較例Ｂを調製した。結晶性ビーズの平均径とガラ
スフリットの平均径との比は、２．４：１であった。
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